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◇日 時 

 

◇場 所 

 

◇出席委員 

 

 

 

 

◇欠席委員 

 

◇議事録署

名委員 

 

◇事務局 

 

◇会議に付

した事項 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

第２４期第３４回農業委員会総会 

 

令和５年４月１４日（金）午後２時００分 

 

昭島市役所３０１会議室 

 

1番 谷部英治 2番 鈴木 実 3番 小町江津子 4番 石川光雄 

5番 坂本 陽 6番 細井洋治 7番 髙垣明枝  8番 篠 吉和 

9番 指田貞芳 10番 木野篤志 11番 宮﨑邦康 12番 清水幸治 

13番 野島喜博 

 

    

 

８番 篠 吉和 ９番 指田 貞芳 

 

  

  森田事務局長 飯島農政係長 書記 小湊 

 

 議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書について 

 報告第１号 農地法第３条の規定による届出について（専決） 

 報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

 

 

それでは、只今から、第34回農業委員会総会を開催します。 

本日の議事録署名委員の指名をいたします。本日の議事録署名委員は     

８番 篠委員 ９番 指田委員 を指名します。 

 

これより本日の議事に入ります。 

本日の総会議案は、 

議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書について  （４件） 

報告第１号 農地法第３条の規定による届出について（専決）   （１件） 

報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（専決）   （３件） 

報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（専決）   （２件） 

 

それでは、議案第１号 番号１ 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につ

いて、上程いたします。事務局より提案説明願います。 

 

はい、事務局。議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上記の議案を次の通り提出する。令和５年４月14日 提出者 昭島市農業委

員会会長 谷部英治 番号1-1 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿田 現況

田 面積406㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿田 現況田 面積538㎡ 番号1-2 

所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積663㎡ 面積合計1,607

㎡ 申請人は、■■■■ ■■■■ 引き続き農業経営を行っている期間につき

ましては、令和２年４月１日から令和５年３月31日までとなっております。備考

につきましては、平成29年２月14日付相続税納税猶予適格者証明を発行しており

ます。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

続きまして、当該農地の耕作状況について説明願います。 

13番 野島委員説明願います。 



 2 

 

13番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

はい、説明いたします。 

番号1-1 申請者名及び土地の所在は、総会資料１ページのとおりです。主な耕作

者は、申請者です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者は、申請者、会

長、職代、Ｃ班（木野委員、指田委員、篠委員）、事務局です。過去３年間の労

働日数は各年間150日。土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■を

■■■■へ進み、西へ約600ｍ進んだ左側の農地です。農地の状況ですが、前年の

荒起しを行った後の状態でした。申請人、同居の親族も耕作しています。農地と

して認められない部分は、ありません。年間の作付け状況は、春は、荒くれ、く

ろかき、くろつけ、しろかき、田植え。夏は、網張り、草取り。秋は、網外し、

刈取り、天日干し、収穫。冬は、荒起しです。出荷状況は、■■■■、■■■

■、■■■■です。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、特にあり

ません。 

続きまして、番号1-2 申請者名及び土地の所在は、総会資料１ページのとおりで

す。主な耕作者は、申請者です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者

は、申請者、会長、職代、Ｃ班、事務局です。過去３年間の労働日数は各年間160

日。土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■を北へ約265ｍ進み右

折し、約124ｍ進み左折し、北へ約175ｍ進んだ左側の農地です。農地の状況です

が、ニンニク１作、タマネギ１作、ジャガイモ４作が栽培されていました。申請

人、同居の親族も耕作しています。農地として認められない部分は、ありませ

ん。年間の作付け状況は、春は、ジャガイモ、トウモロコシ、カボチャ、スイ

カ、サトイモ、大仏イモ、ショウガ、サツマイモ、タマネギ、ニンニク。夏から

秋は、ジャガイモ、トウモロコシ、カボチャ、スイカ、サトイモ、大仏イモ、シ

ョウガ、サツマイモ。冬は、タマネギ、ニンニクです。出荷状況は、■■■■、

■■■■、■■■■です。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、北

側隣地の擁壁から出ている塩ビ管を撤去するように伝えました。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

質問等ありますか。 

 

ありません。 

 

質疑がないものと認めます。おはかりいたします。本件については、ご異議ござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ないものと認め、本件については、申請人に引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書を交付します。 

 

次に、議案第１号 番号２ 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上程いたします。事務局より提案説明願います。 

 

はい、事務局。議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上記の議案を次の通り提出する。令和５年４月14日 提出者 昭島市農業委

員会会長 谷部英治 番号2-1 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況

畑 面積651㎡の内500.98㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積436

㎡の内416㎡ 番号2-2 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿田 現況畑 面

積274㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿田 現況畑 面積304㎡ 同じく地番■■

■■ 登記簿畑 現況畑 面積337㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿田 現況畑 
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議 長 

 

 

11番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積578㎡の内573.79㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿田 現況畑 面積208㎡ 

番号2-3 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積551.5㎡ ■

■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積767㎡ 同じく地番■■■■ 登

記簿畑 現況畑 面積264㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積20

㎡ 面積合計4,216.27㎡ 申請人は、■■■■ ■■■■ 引き続き農業経営を

行っている期間につきましては、令和２年４月１日から令和５年３月31日までと

なっております。備考につきましては、平成23年５月16日付相続税納税猶予適格

者証明を発行しております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

続きまして、当該農地の耕作状況について説明願います。 

11番 宮﨑委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号2-1 申請者名及び土地の所在は、総会資料１ページのとおりです。主な耕作

者は、申請者です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者は、申請者、会

長、職代、Ｃ班、事務局です。過去３年間の労働日数は各年間300日。土地の案内

につきましては、■■■■を■■■■へ進み、■■■■■■■■を右折し、南下

して190ｍ先の十字路を左折し、110ｍ進んだ■■■■を左へ40ｍ進んだ■■■■

北側の農地です。農地の状況ですが、除草と耕耘がされていました。申請人、同

居の親族も耕作しています。農地として認められない部分は、ありません。年間

の作付け状況は、春は、受粉、摘果、草刈り、農薬散布。夏は、摘蕾、袋かけ、

収穫、農薬散布。秋は、収穫、販売、農薬散布。冬は、除草、肥料散布です。出

荷状況は、■■■■、■■■■です。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘

事項は、伐採枝を圃場に残さず片づけることと、切り株の伐根をするように指摘

しました。 

続きまして、番号2-2 申請者名及び土地の所在は、総会資料１ページのとおりで

す。主な耕作者は、申請者です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者

は、申請者、会長、職代、Ｃ班、事務局です。過去３年間の労働日数は各年間300

日。土地の案内につきましては、■■■■を■■■■へ進み、■■■■■■■■

を右折し、南下して190ｍ先の十字路を左折し、110ｍ進んだ■■■■を右折し、

85ｍ進んだ東側と西側と南側の農地です。農地の状況ですが、除草されていて、

よく耕耘されていました。申請人、同居の親族も耕作しています。農地として認

められない部分は、ありません。年間の作付け状況は、春は、剪定、受粉、摘

果、除草。夏は、摘蕾、袋かけ、収穫。秋は、収穫、販売。冬は、除草、肥料散

布、剪定です。出荷状況は、■■■■、■■■■です。納税猶予制度の説明は、

致しました。指摘事項は、伐採枝の除去と切り株の伐根をするように指摘しまし

た。 

続きまして、番号2-3 申請者名及び土地の所在は、総会資料１ページのとおりで

す。主な耕作者は、申請者です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者

は、申請者、会長、職代、Ｃ班、事務局です。過去３年間の労働日数は各年間300

日。土地の案内につきましては、■■■■より■■■■を■■■■へ進み、■■

■■を左折し、130ｍ進んだ■■■■■■■■を左折し、180ｍ進んだ先の細い道

を右折し、90ｍ進んだ北側と南側の農地です。農地の状況ですが、除草されてい

て、よく耕耘されていました。申請人、同居の親族も耕作しています。農地とし

て認められない部分は、ありません。年間の作付け状況は、春は、受粉、摘果、

草刈り、農薬散布。夏は、摘蕾、袋かけ、収穫、農薬散布。秋は、収穫、販売、

農薬散布。冬は、除草、肥料散布、剪定、農薬散布です。出荷状況は、■■■

■、■■■■です。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、伐採枝の

除去と切り株の伐根をするように指摘しました。 

以上です。 
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議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

13番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

質問等ありますか。 

 

ありません。 

 

質疑がないものと認めます。おはかりいたします。本件については、ご異議ござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ないものと認め、本件については、申請人に引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書を交付します。 

 

次に、議案第１号 番号３ 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上程いたします。事務局より提案説明願います。 

 

はい、事務局。議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上記の議案を次の通り提出する。令和５年４月14日 提出者 昭島市農業委

員会会長 谷部英治 番号３ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況

畑 面積476㎡の内358.43㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積402

㎡の内219.55㎡ 面積合計577.98㎡ 申請人は、■■■■ ■■■■ 引き続き

農業経営を行っている期間につきましては、令和２年４月１日から令和５年３月

31日までとなっております。備考につきましては、平成23年６月16日付相続税納

税猶予適格者証明を発行しております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

続きまして、当該農地の耕作状況について説明願います。 

13番 野島委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号３ 申請者名及び土地の所在は、総会資料２ページのとおりです。主な耕作

者は、申請者です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者は、申請者、会

長、職代、Ｃ班、事務局です。過去３年間の労働日数は各年間150日。土地の案内

につきましては、■■■■■■■■を北へ約150ｍ進み左折し、道なりに約88ｍ

進み左折し、約15ｍ進んだ■■■■南東側と南側の農地です。農地の状況です

が、南東側は、育成中のビワ４本、ウメ２本、柿の木３本、育成中の柿の木１

本、温室１棟があり、温室内には、農具、肥料、苗がありました。温室の脇には

アスパラ２作、温室に這わせる形でブドウも栽培していました。南側は、ブルー

ベリー５作、ソラマメ１作、イチゴ５作、ネギ７作、ジャガイモ４作、エンドウ

２作、ダイコン１作、ブロッコリー２作、ニラ１作、ホウレンソウ１作が植わっ

ていました。また、南側の塀に境界の目印としてベニカナメモチが２か所植えら

れていました。申請人、同居の親族も耕作しています。農地として認められない

部分は、ありません。年間の作付け状況は、春から夏は、ソラマメ、イチゴ、ネ

ギ、エンドウ、アスパラ、ブルーベリー、ジャガイモ、ミョウガ、トマト、ピー

マン、ナス、キュウリ、トウモロコシ、スイカ、カボチャ。秋から冬は、キヌサ

ヤ、ソラマメ、ブロッコリー、ダイコン、ホウレンソウ、エンドウです。また、

ビワ、ウメ、カキ、ブドウは通年で管理しています。出荷状況は、■■■■で

す。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、雑草の対策をするように

指摘しました。 

以上です。 
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議 長 

 

 

農政係長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

以上、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

質問等ありますか。 

 

事務局からよろしいでしょうか。 

今回雑草対策のお話をした際に、申請者から自然農法というお話をいただきまし

た。しかし、圃場を見る限りでは季節の雑草が散見される状態でした。納税猶予

制度というのは、農地でなければ受けることができません。ここでいう農地は、

肥培管理がされていて、すぐに耕作ができる状態とされています。このような根

拠があるため、畑に関してはきちんと除草をしていただくというご説明をしてあ

りますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

 

ありがとうございます。 

他に質問等ありますか。 

 

ありません。 

 

質疑がないものと認めます。おはかりいたします。本件については、ご異議ござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ないものと認め、本件については、申請人に引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書を交付します。 

 

次に、議案第１号 番号４ 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上程いたします。事務局より提案説明願います。 

 

はい、事務局。議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上記の議案を次の通り提出する。令和５年４月14日 提出者 昭島市農業委

員会会長 谷部英治 番号４ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況

畑 面積614㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積455.17㎡ 同じ

く地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積205㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 

現況畑 面積382㎡実測382.54㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面

積263㎡実測263.78㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積433㎡実測

636.33 面積合計2,352.17㎡実測2,556.82㎡ 申請人は、■■■■ ■■■■ 

引き続き農業経営を行っている期間につきましては、令和２年４月１日から令和

５年３月31日までとなっております。備考につきましては、平成23年４月13日付

相続税納税猶予適格者証明を発行しております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

続きまして、当該農地の耕作状況について説明願います。 

４番 石川委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号４ 申請者名及び土地の所在は、総会資料２ページのとおりです。主な耕作

者は、申請者の息子です。調査年月日は、令和５年４月６日 立会い者は、申請

者の家族、会長、職代、Ｃ班、事務局です。過去３年間の労働日数は各年間355

日。土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■から■■■■へ進

み、約160ｍ先の■■■■■■■■■■■■■■■■を通過し、更に約165ｍ進ん

だ左側の農地と、地番■■■■は更に■■■■へ約45ｍ進み、進行方向左側斜め
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議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

13番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の道に入り約30ｍ進んだ左側の農地です。農地の状況ですが、地番■■■■は、

ガラス温室１棟、南側端にボイラーの燃料タンク２棟と資材置場があり、温室内

ではトマトやナス等の野菜苗が栽培中でした。地番■■■■、■■■■、■■■

■、■■■■、■■■■は、ガラス温室３棟、ビニールハウス３棟、露天の花弁

育成場２か所、北側端に資材及び資材置場があり、温室内ではスイートバジル、

トマト、ナス、シソの野菜苗、ゼラニウム等が栽培中でした。申請人、同居の親

族も耕作しています。農地として認められない部分は、ありません。年間の作付

け状況は、春は、シソ、ナス、トマト、ハーブ等の野菜苗とゼラニウム。夏は、

ポーチュラカ、ケイトウ、マリーゴールド。秋から冬は、パンジー、ビオラ、サ

クラソウです。出荷状況は、■■■■■■■■、■■■■、■■■■、■■■■

です。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、資材・機材置場を整理

するように指摘しました。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

質問等ありますか。 

 

ありません。 

 

質疑がないものと認めます。おはかりいたします。本件については、ご異議ござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ないものと認め、本件については、申請人に引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書を交付します。 

 

次に、報告第１号 番号１ 農地法第３条の規定による届出についてでございま

す。事務局より専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第１号 農地法第３条の規定による届出について（専決） 

番号１ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積320㎡ 同じく

地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積832㎡ 面積合計1,152㎡ 届出人は、■

■■■ ■■■■ 届出理由は、相続 令和４年５月10日 ■■■■ 死亡のた

め。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

13番 野島委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号１ 申請者名及び土地の所在は、総会資料10ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料11ページを参照してください。調査年月日は、令和５年４月６日 

土地の案内につきましては、■■■■を■■■■より北へ約210ｍ進み右折し、突

き当りまで約230ｍ進み左折し、■■■■を約65ｍ進み、■■■■■■■■を西

へ約97ｍ進んだ左側の農地です。農地の状況ですが、周囲をフェンスで囲われて

おり、東にブルーベリー40本、南にラッキョウ２畝とニンニク２畝、西にクリ８

本、ウメ２本、イチョウ２本が植わっていました。その他には給水タンク２個、

管理機１台、テントハウス、たい肥置場、肥料等約25袋がありました。周囲の状

況ですが、東は、住宅。南は、住宅。西は、畑。北は、■■■■■■■■です。

その他は、樹木とブラックベリーに下草がありました。また、伐採枝が置いてあ
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

りました。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第３条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号１ 農地法第４条の規定による届出についてでございま

す。事務局より専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号１ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積355㎡ 届出人

は、■■■■■■■■ ■■■■ 転用目的は、福祉施設です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

９番 指田委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号１ 申請者名及び土地の所在は、総会資料12ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料13ページを参照してください。調査年月日は、令和５年４月10日 

土地の案内につきましては、■■■■■■■■より■■■■を北へ45ｍ進み、■

■■■■■■■を左折し、西へ40ｍ進んだ右側の土地です。農地の状況ですが、

以前農園だったところが本件に基づき撤去され、雑草地となっていました。ま

た、片づけが未処理の部分もありました。周囲の状況ですが、東は、集合住宅。

南は、道路。西は、集合住宅。北は、畑です。転用事業に関連する特記事項は、

特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号２ 農地法第４条の規定による届出についてでございま

す。事務局より専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号２ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況雑種地 面積102㎡ 届

出人は、■■■■ ■■■■■■■■ 転用目的は、資材置場です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

４番 石川委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号２ 申請者名及び土地の所在は、総会資料12ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料14ページを参照してください。調査年月日は、令和５年４月11日 

土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■から南へ約166ｍ進み、■

■■■■■■■を横断しさらに南へ■■■■を下り約316ｍ進み、突き当りの丁字

路から東へ約44ｍ進んだ北側、道路から数メートル奥の一部の土地です。農地の

状況ですが、東側約44ｍ、西側約35ｍ、南側約89ｍ、北側約94ｍの四角形の土地

の中にあり、南側の中央部の道路に近い部分の三角形の土地で、全体と同じよう

に砂利が敷いてあり、草も生えている状況でした。周囲の状況ですが、東、南、
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

13番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８番委員 

 

 

 

 

 

 

西、北ともに砂利が敷いてある空き地です。転用事業に関連する特記事項は、特

にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号３ 農地法第４条の規定による届出についてでございま

す。事務局より専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号３ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積166㎡ 同じく

地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積4.56㎡ 面積合計170.56㎡ 届出人は、

■■■■ ■■■■ 転用目的は、自用住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

13番 野島委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号３ 申請者名及び土地の所在は、総会資料12ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料15ページを参照してください。調査年月日は、令和５年４月９日 

土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■から■■■■を南へ約52

ｍ進み右折し、道なりに約125ｍ進んだ右側の土地です。農地の状況ですが、住宅

が建設中であり、基礎が完成していました。周囲の状況ですが、東は、住宅。南

は、道路。西は、隣地通路。北は、住宅です。転用事業に関連する特記事項は、

特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第３号 番号１ 農地法第５条の規定による届出についてでございま

す。事務局より専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号１ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況雑種地 面積100㎡ 譲

受人は、■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ 譲渡人 ■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■ 転用目的は、所有権移転で建売住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

８番 篠委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号１ 申請者名及び土地の所在は、総会資料16ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料17ページを参照してください。調査年月日は、令和５年４月６日 

土地の案内につきましては、■■■■■■■■を■■■■に■■■■へ200ｍ進

み、■■■■から更に182ｍ進み、右へ入り45ｍ進んだ左側の土地です。農地の

状況ですが、ロープが張られた更地状態でした。周囲の状況ですが、東は、道

路。南は、集合住宅と駐車場。西は、住宅。北は、道路です。転用事業に関連す
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

る特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第３号 番号２ 農地法第５条の規定による届出についてでございま

す。事務局より専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号２ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況公衆用道路 面積66㎡  

譲受人は、■■■■ ■■■■ ■■■■ 譲渡人は、■■■■■■■■■■■

■ ■■■■ 転用目的は、所有権移転で公衆用道路です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

６番 細井委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号２ 申請者名及び土地の所在は、総会資料16ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料18ページを参照してください。調査年月日は、令和５年４月11日 

土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■より西方向へ143ｍ進み左

折し、53ｍ進んだ右側の土地です。農地の状況ですが、地番■■■■との境の部

分、幅約0.5ｍの部分のみ砂利敷きとなっており、その他幅約3.5ｍの部分はアス

ファルト敷きで道路の一部となっていました。周囲の状況ですが、東は、道路。

南は、住宅。西は、道路。北は、道路です。転用事業に関連する特記事項は、特

にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

それでは、以上をもちまして、農業委員会総会を終了とさせていただきます。 
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